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＜地域密着型サービスの区域外指定について①＞

地域密着型サービスは、原則としてサービス事業所が所在する市町村の被保険者のみが利用できます。
しかし、やむを得ない事情があるときは、市町村間で協議し、事業所所在の市町村長の同意を得るこ
とにより、他市町村の地域密着型サービスを利用することができます。

川西市以外の被保険者（住民票：川西市以外）が、本市事業所を利用する場合

→他市被保険者の市町村長が、川西市に区域外指定の同意依頼を行い、本市が同意する必要があります。
　利用を希望される場合は、事前に保険者の市町村へご相談ください。「本市が同意する要件」に該当
すると認められるときは同意します。
　（※）届出しないで利用した場合は全額自己負担になりますのでご注意ください。

〇川西市の被保険者が本市以外の地域密着型サービスの利用を希望する場合

〇川西市以外の被保険者が本市の地域密着型サービスの利用を希望する場合

川西市被保険者（住民票：川西市）が、市外の地域密着型サービスを提供する事業所を利用する場合

→川西市が、事業所を指定する必要があります。指定を行うには、事業所の所在地である市町村長の同意
が必要になる。
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＜地域密着型サービスの区域外指定について②＞

同意する要件（川西市以外の被保険者が本市の地域密着型サービスの利用を希望する場合）

住所 川西市外

事前相談先 保険者

要件 １．本市事業所の利用許可を得ているとき。

（右記、1、
2、3、4の
いずれにも
該当する場
合に同意）

２．本市事業所の利用者の数が定員の上限に達していないとき。

３．市外事業所の定員に空きがないとき又は提供していない種類の地域密着型介護サービス若しくは地域密着型　
　　介護予防サービスを本市事業所が提供しているとき。

４．当該他市被保険者が本市事業所を利用することについてやむを得ない理由があるとして、次のアからエまで
　　のいずれかに該当するとき。
    ア　配偶者その他親族等による虐待からの保護を目的として本市に居所を有するとき。
    イ　災害、介護者の入院その他の事情により、本市に居所を有するとき。
    ウ　当該他市被保険者であって、要支援認定者であるものが平成28年3月31日以前から継続して対象事業所と
　　　一体的に運営している指定介護予防通所介護（通所型サービス）を利用している場合において、要支援認
　　　定の更新又は変更の申請の結果、要介護の認定を受けたとき。
    エ　当該他市被保険者であって、要介護認定者であるものが継続して本市に所在する指定通所介護事業所を利
　　　用している場合において、当該通所介護事業所が利用定員を変更したことにより、指定地域密着型通所介
　　　護事業所として指定されたとき。

【市ホームページ】〇地域密着型サービスの区域外利用について
https://www.city.kawanishi.hyogo.jp/kurashi/fukushi_kaigo/1017467/kaigohoken/1023448.html 3



＜要介護認定（要支援認定）の資料提供に係る留意事項＞

不備の場合 対応内容

記載内容の不備 ・記載もれ、誤記
（申請者、地域包括支援センター名、被保険者番
号、生年月日等）
・希望する提供資料の未選択

・不備内容の記載または修正の上、申出書の再
提出

本人同意欄
（代筆の場合）

・記名、押印、代筆者署名、続柄の記載なし
・介護支援専門員や施設職員の代筆

・必要事項の記入
・代筆者は家族または法定代理人のみ

様式不備 ・介護度に応じた様式
・裏面の遵守事項の記載がない

・介護度に応じた様式での再提出
・遵守事項（両面印刷または申出書と遵守事項
の２枚）含めて再提出

提供資料がない ・転入の場合（認定の引継ぎ） ・前市へ申請

居宅届 ・居宅届が未登録 ・申出書と同時で居宅届を提出する
・添付資料として契約書のコピーを添付する

資料提供での対応不可 ・死亡者の場合 ・「死者に関する情報開示請求」となるため資
料提供での対応不可。
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